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三条市農業委員会総会議事録

日 時 平成２７年３月２７日 午後３時００分

場 所 三条市役所 本庁舎４階全員協議会室

会議に付した議題

議第 １号 農用地利用集積計画の承認について

議第 ２号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議第 ３号 事業計画変更申請について

議第 ４号 農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て

議第 ６号 平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動点検・評価(案)

平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）

報告事項 報第 １号 第２調査部会の調査結果報告について

報第 ２号 正副部会長会議の結果報告について

報第 ３号 農地法第１８条第６項の規定による通知（合意解約）について

報第 ４号 農用地利用集積計画（利用権設定）の解約通知について

報第 ５号 作付変更届について

報第 ６号 農地法第３条の３第１項の届出について

報第 ７号 あっせん譲受等候補者名簿の登載について

出席委員 ３５名

１番 大 桃 伸 之 委員 ２番 鶴 巻 純 一 委員

３番 内 山 敏 雄 委員 ４番 村 井 善一郎 委員

５番 熊 倉 睦 委員 ６番 捧 譽 委員

７番 阿 部 眞佐雄 委員 ８番 刈 屋 一 夫 委員

９番 佐 藤 満 委員 １０番 金 子 純 一 委員

１１番 内 山 清 委員 １２番 大 竹 一 雄 委員

１３番 横 山 一 雄 委員 １４番 村 山 佐喜雄 委員

１５番 山ノ内 正 委員 １６番 大 竹 正 信 委員

１７番 廣 川 哲 也 委員 １８番 田 邉 稔 委員

１９番 五十嵐 俊 雄 委員 ２０番 坂 井 和 弘 委員

２１番 阿 部 銀次郎 委員 ２２番 野 水 敏 秋 委員

２３番 野 﨑 文 夫 委員 ２４番 嘉 藤 太加雄 委員
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２５番 佐 藤 裕 雄 委員 ２６番 阿 部 新一郎 委員

２７番 星 野 英 治 委員 ２８番 藤 田 吉 則 委員

２９番 渡 邉 一 英 委員 ３０番 原 正 利 委員

３１番 小 師 勉 委員 ３２番 目 黒 伸 一 委員

３３番 山 田 佳 典 委員 ３４番 蒲 澤 正 委員

３５番 小 林 六 一 委員

欠席委員 なし

職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長 堀 雅 志

事 務 局 次 長 斎 藤 公 明

経営基盤係副参事 麦 倉 政 勝

経営基盤係主任 堀 江 定 昭

午後３時００分 開会及び開議

議長（野﨑会長）

時間になりましたので、３月の定例総会を開催したいと思います。

（挨拶 略）

それでは、これより会議に入ります。

最初に、出席状況を申し上げます。定員３５名のところ、現在員３５名、出席３５名、

欠席ゼロで会議は成立いたします。

なお、議事録の署名委員につきましては、定めにより私から指名をいたします。２番、

鶴巻純一委員、１８番、田邉稔委員を指名いたしますので、よろしくお願い申し上げま

す。

それでは、議第１号の審議に当たり、農業委員会等に関する法律第２４条１項の規定

に基づき、議事参与の制限により、議長を２０番、坂井和弘会長代理に交代いたします。

（会長 野﨑文夫委員退席、会長代理 坂井和弘委員議長席に着く）

議長（坂井会長代理）

それでは、早速議事に入ります。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』を議題といたします。

なお、３番、内山敏雄委員、６番、捧譽委員及び２３番、野﨑文夫委員は、農業委員

会等に関する法律第２４条１項の規定に基づき、議事参与の制限により、本議案終了ま

で退席をお願いします。

（午後３時１０分 ３番内山敏雄委員、６番捧 譽委員、２３番野﨑文夫委員退席）

議長（坂井会長代理）

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）
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それでは、議第１号『農用地利用集積計画の承認について』ご説明を申し上げます。

最初に、所有権移転に係る案件につきましてご説明申し上げます。

議案の１ページお願いします。今月の申請は３件で、合計計面積１万９，５８２㎡で

あります。

なお、いずれも先ほど開催されました農地銀行運営委員会で、あっせん委員より報告

をいただいた案件でございます。

６３３番は井栗地内の農地４筆、４，０４５㎡をあっせんによる売買により取得した

いものであります。価格は、１０ａ当たり約１００万円であります。

６３４番は、下保内地内の農地１筆、２，２４５㎡をあっせんによる売買により取得

したいものであります。価格は、１０ａ当たり約８９万円であります。

６３５番は、川通西町地内の農地２筆、１万３，２９２㎡をあっせんによる売買によ

り取得したいものであります。価格は、１０ａ当たり３０万円であります。

続きまして、利用権設定に係る案件につきましてご説明を申し上げます。

１３ページをお開き願います。今月の申請は、新規設定２６件、面積８万６，３３８

㎡、再設定１５件、面積３万５，５２１㎡、合計では４１件、面積１２万１，８５９㎡

であります。

それでは、お戻りいただきまして、２ページにお戻りお願いいたします。６３６番か

ら順にご説明を申し上げます。

なお、利用権を設定する者、受ける者、契約の種類、期間及び１０ａ当たり賃借料に

つきましては記載のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。

まず、６３６番から、８ページになりますが、８ページの６５８番までの２３件につ

きましては、相対でそれぞれ新規に利用権設定をするものであります。

６３６番から順にご説明いたします。６３６番は、井栗地内の農地１筆、１，９２９

㎡、６３７番は同じく井栗地内の農地３筆、１，４０５㎡、６３８番は長嶺地内の農地

５筆、６，６６１㎡、６３９番は笹岡地内の農地１筆、９２３㎡、６４０番は同じく笹

岡地内の農地１筆、１，７７８㎡、６４１番は同じく笹岡地内の農地１筆、１，９０２

㎡、６４２番は棚鱗地内の農地４筆、４，９８３㎡、６４３番は濁沢地内の農地２筆、

３，９８１㎡、４ページでございますが、６４４番は荻堀地内外の農地計９筆、１万１，

０８８㎡、６４５番は島川原地内の農地１筆、４，０３７㎡、６４６番は飯田地内の農

地１筆、２，９９９㎡、６４７番は月岡地内の農地２筆、９８９㎡、６４８番は代官島

地内の農地１筆、１，０３１㎡、６４９番は駒込地内の農地３筆、９５６㎡、６５０番

は興野１丁目地内外の農地計１１筆、９，３１４㎡、続きまして６５１番は新光町地内

の農地１筆、９７５㎡、６５２番は西潟地内の農地６筆、９，８９９㎡、６５３番は荻

島地内の農地１筆、１，０３１㎡、６５４番は中野原地内の農地２筆、１，０８３㎡、

６５５番は森町地内外の農地計６筆、７，６９３㎡、６５６番は荒沢地内の農地計４筆、

１，５５７㎡、６５７番は井戸場地内の農地２筆、５７０㎡、６５８番は原地内の農地

２筆、１，６１５㎡、以上２３件につきましては、相対で新規にそれぞれ利用権設定を

するものであります。
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続きまして、６５９番から６６１番までの３件につきましては、農地利用集積円滑化

団体である「にいがた南蒲農業協同組合」を通して新規にそれぞれ利用権設定をするも

のであります。

６５９番は、東本成寺地内の農地１筆、９７６㎡、６６０番は須頃３丁目地内の農地

２筆、１，８９２㎡、６６１番は東光寺地内の農地４筆、５，０７１㎡、以上３件は、

新規にそれぞれ利用権設定をするものであります。

次の６６２番から１３ページの６７６番までの１５件につきましては、再設定であり

ますので、説明を省略させていただきます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（坂井会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入る前に、先日調査部会で調査いただいておりますので、その結果

報告願います。

第２調査部会長は、私の隣に着席願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

よろしくお願いします。それでは、第２調査部会の調査結果についてご報告いたしま

す。

第２調査部会では、３月２４日午後１時から厚生福祉会館第１集会室におきまして、

部会員と野﨑会長、坂井会長代理出席のもと会議を開催いたしました。

事務局より日程説明、議案説明を受け、全案件について意見決定を経て、午後２時３

５分に閉会いたしました。

ただいま意見が求められております議第１号『農用地利用集積計画の承認について』

は、新規設定２６件、再設定１５件、所有権移転３件、合計４４件、面積１４万１，４

４１㎡で、書類審査及び事務局から詳細説明を受け、いずれも農地の効率的利用、農作

業に常時従事すると認められることなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各

要件を満たしており、全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（坂井会長代理）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方はご発言を願います。なお、委員の質問

等の発言については挙手をし、発言を求め、議長の許可を得てから発言をお願いいたし

ます。

ご発言がないようですので、お諮りいたします。議第１号につきましては、ただいま

調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）
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議長（坂井会長代理）

それでは、異議ないものと認めます。

退席委員の着席をお願いします。

（午後３時２０分 ３番内山敏雄委員、６番捧 譽委員、２３番野﨑文夫委員着席）

議長（坂井会長代理）

退席された委員に報告します。

議第１号『農用地利用集積計画の承認について』は、調査部会長の調査結果報告のと

おり承認することに決しました。

それでは、議長を交代します。

（会長代理 坂井和弘委員退席、会長 野﨑文夫委員議長席に着く）

議長（野﨑会長）

続きまして、議第２号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』を議題

といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第２号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』ご説明を

いたします。

議案の１６ページをお願いいたします。今月の申請は６件で、合計面積３万４，５２

３㎡であります。

１４ページにお戻りをお願いいたします。７９番は、北野新田地内の農地１筆、２１

４㎡を譲り受け人が新潟県が施行する一般国道４０３号三条北バイパス工事による土地

収用に伴う代替地として売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり７

５万円であります。

８０番は、尾崎地内の農地３筆、４４８㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図るため、

売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり７０万円であります。

８１番は、帯織地内の農地２筆、１，２８３㎡を譲り受け人が経営規模の拡大を図る

ため、売買により取得するものであります。価格は、１０ａ当たり２００万円でありま

す。

続きまして、８２番は、吉野屋地内の農地１筆、１４０㎡を譲り受け人が譲り渡し人

の要望により、贈与で取得するものであります。

続きまして、８３番は、月岡地内外の農地計６筆、３，０５９㎡を譲り渡し人が交換

により所有権を取得した農地２筆及び利用権設定の解約をした農地４筆を同一世帯内後

継者が使用貸借権を設定するものであります。

８４番は、鶴田地内外の農地計１９筆、２万９，３７９㎡を譲り渡し人が経営の若返

りを図るため、使用貸借権を設定した同一世帯内後継者が死亡したため、新たに同一世

帯内後継者が使用貸借権を設定するものであります。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
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議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第２号『農地法第３条第１項の規定による許可申請について』は、売買によるもの

３件、贈与によるもの１件、使用貸借によるもの２件、合計件数６件、面積３万４，５

２３㎡で、現地調査を含む書類審査及び事務局の現地確認結果など詳細説明を受け、い

ずれも譲受人の経営面積や機械、労働力、技術、下限面積などの許可要件をすべて満た

しており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第２号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第３号『事業計画変更申請について』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第３号『事業計画変更申請について』ご説明いたします。

１７ページをお願いいたします。今月の申請は２件、合計面積６，２３５㎡で、いず

れも計画変更のみの申請であります。

２９番は、旭町２丁目地内の農地４筆、３，７５９㎡を貸駐車場の用地として利用し

たいものです。場所につきましては、三条市厚生福祉会館南東５０ｍ付近で、都市計画

用途地域の商業地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

３０番は、同じく旭町２丁目地内の農地３筆、２，４７６㎡を同じく貸駐車場の用地

として利用したいものです。場所につきましては、三条市厚生福祉会館南側１００ｍ付

近で、都市計画用途地域の商業地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断

されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）



- 7 -

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第３号『事業計画変更申請について』は、合計件数２件、面積６，２３５㎡で、書

類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基準及び一般基準を満たしており、

全件承認相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方はご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第３号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明いたします。

議案の１８ページをお願いいたします。今月の申請は、２８番１件であります。鬼木

地内の農地５筆、１，１２９㎡を農家住宅１棟、作業所１棟、物置・農機具格納庫４棟

等の用地として利用したいものです。場所につきましては、鬼木集会場東側２００ｍ付

近で、住宅等が連たんする区域内の農地であることから、農用地区分は第３種農地と判

断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）
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議第４号『農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、件

数１件、面積１，１２９㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、立地基

準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第４号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につ

いて』を議題といたします。

事務局、説明願います。

事務局（堀事務局長）

それでは、議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見につい

て』ご説明をいたします。

議案の２０ページをお願いいたします。今月の申請は５件で、合計面積４，０７６㎡

であります。

１９ページにお戻りをお願いいたします。９９番は、西本成寺地内の農地１筆、５３

０㎡を売買により取得し、建て売り住宅２棟の用地として利用したいものです。土地の

売買価格は、１㎡当たり約１万４，０００円であります。場所につきましては、本成寺

中学校北東３００ｍ付近で、５００ｍ以内に２つの教育施設があることから、農用地区

分は第３種農地と判断されます。

続きまして、１００番は、上須頃地内の農地２筆、１，５２６㎡を売買により取得し、

貸店舗１棟及び駐車場等の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当

たり約３万６，０００円であります。場所につきましては、ＪＲ燕三条駅南西３００ｍ

付近で、都市計画用途地域の商業地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判

断されます。

１０１番は、上須頃地内の農地４筆、５００㎡を売買により取得し、貸駐車場の用地

として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万８，０００円であり

ます。場所につきましては、須頃小学校北東３００ｍ付近で、都市計画用途地域の準工
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業地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

１０２番は、東鱈田地内の農地１筆、５００㎡を賃借権の設定により倉庫１棟、通路

及び車両置き場の用地として利用したいものです。場所につきましては、本成寺中学校

南側３００ｍ付近で、住宅等が連たんする区域内であることから、農用地区分は第３種

農地と判断されます。

１０３番は、直江町３丁目地内の農地２筆、１，０２０㎡を売買により取得し、貸駐

車場の用地として利用したいものです。土地の売買価格は、１㎡当たり約１万１，００

０円であります。場所につきましては、直江簡易郵便局西側１００ｍ付近で、都市計画

用途地域の工業地域内にあることから、農用地区分は第３種農地と判断されます。

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、本件についても質疑の前に調査部会長の調査結果を報告を願います。

８番、刈屋一夫委員。

第２調査部会長（８番刈屋一夫委員）

議第５号『農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について』は、合

計件数５件、面積４，０７６㎡で、書類審査及び現地確認結果など詳細説明を受け、い

ずれも立地基準及び一般基準を満たしており、全件許可相当といたしました。

以上です。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第５号につきましては、ただい

ま調査部会長の調査結果報告のとおり決するにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

なお、ただいま許可相当とした案件については県農業会議へ諮問し、答申があった後

に許可といたします。

第２調査部会長は、自席へお戻りください。どうもご苦労さまでした。

議長（野﨑会長）

続きまして、議第６号『平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）』及び『平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について』を議

題といたします。

事務局、説明願います。
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事務局（堀事務局長）

議第６号説明の前に、大変恐縮でございますが、議案訂正のお願いと、あわせておわ

びを申し上げます。

お手元に配付をさせていただいております「議題６号 正誤表」をあわせてごらん願

いたいと思います。議第６号は別冊になっておりますので、よろしくお願いいたします。

４ページでございますが、一番下段のほうでございます。（６）、地域の農業者等から

の意見等のうち、下から２行目でございますが、「情報の提供等」について「意見等なし」

と記載ということで記載させていただいておりますが、正しくは「水田賃借料の適正な

価格設定をするよう申し入れ」がありましたので、訂正をお願いいたします。大変申し

わけありませんでした。

それでは、議第６号『平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価

（案）』及び『平成２７年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について』をご

らんください。

農業委員会は、農地法や農業経営基盤強化促進法などの法令事務、農業の担い手育成

・確保、担い手への農地の利用集積などの促進等事務がございます。この内、法令事務

につきましては、「判断の透明性や公平性」が求められ、促進等事務につきましては外部

及び内部を問わず「はっきり見える活動」が求められていることから、毎年これらの活

動の点検・評価及び目標とその達成に向けた活動計画の策定を行うこととしておるとこ

ろでございます。

それでは、１ページをお願いいたします。平成２６年度の目標及びその達成に向けた

活動の点検・評価でございます。Ⅰ、法令事務に関する点検としまして、１、総会等の

開催及び議事録の作成についてでございます。（１）、総会等の開催日及び公開である旨

については周知をしております。

議長（野﨑会長）

休憩に入ります。

（午後３時４０分から午後３時４３分まで休憩）

議長（野﨑会長）

再開いたします。

事務局（堀事務局長）

１ページから説明申し上げます。１ページをごらん願います。

平成２６年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価でございます。Ⅰ、法令

事務に関する点検としまして、１、総会等の開催及び議事録の作成についてでございま

す。

（１）、総会等の開催日及び公開である旨については周知をしております。

（２）、総会等の議事録は作成しており、また（３）、議事録の内容ですが、詳細なも

のを作成しております。

また、（４）、議事録については、市のホームページで公表しております。

２ページをお願いいたします。２、事務に関する点検でございます。（１）、農地法第



- 11 -

３条に基づく許可事務でございますが、これは１年間の処理件数が８２件、そのうち許

可が８２件で、不許可はありませんでした。

（２）、農地転用に関する事務といたしましては、１年間の処理件数１３２件、そのう

ち１３２件が許可で、同じく不許可はありませんでした。

続きまして、３ページをお願いいたします。（３）、農業経営基盤強化促進法に関する

事務でございます。１年間の処理件数は６７６件でございます。

続きまして、（４）、農業生産法人からの報告への対応につきましては、管内の農業生

産法人数は３０法人でございますが、そのうち報告されている法人は２９法人でござい

まして、提出しなかった農業生産法人は１法人ございます。

４ページをお願いいたします。（５）、情報の提供等といたしまして、賃借料情報の調

査・提供については、調査対象、賃貸借件数５１５件、農地の権利移動等の状況把握に

つきましては１５８件、農地基本台帳の台帳面積は７，０８７ｈａでございます。

（６）、地域の農業者等からの意見につきましては、「情報の提供等」において、先ほ

ど来訂正お願いいたしましたとおり、「水田賃借料の適正な価格設定をするよう申し入れ」

がありました。

続いて、右のページをお願いいたします。Ⅱ、法令事務（遊休農地に関する措置）に

関する評価でございますが、１、現状及び課題としまして、管内の農地面積は７，０８

７ｈａ、遊休農地が８．８ｈａとなっております。２、平成２６年度の目標及び実績に

つきましては、遊休農地の解消目標１ｈａに対して、実績は０．３ｈａとなっておりま

す。

３の２の目標の達成に向けた活動でございますが、この表の中段に農地の利用状況調

査といたしまして、７月３１日と１０月３１日に委員さんの力をおかりいたしまして利

用状況調査を実施いたしました。調査員数は、延べで７６人となっております。斜線を

引いた遊休農地への指導項目等につきましては、平成２６年の農地法の改正により記載

不要となっておりますので、記載しておりません。

６ページをお願いいたします。Ⅲ、促進等事務に関する評価でございます。１、認定

農業者等担い手の育成及び確保、（１）、現状及び課題につきましては、昨年３月現在で

認定農業者数は４４９経営体でございました。

（２）、平成２６年度の目標及び実績につきましては、目標を設定しておりませんでし

たが、実績は２３経営体の増でございました。

続きまして、７ページをお願いいたします。２、担い手への農地の利用集積、（１）、

現状及び課題については、管内の農地面積７，０８７ｈａで、担い手への集積は３，０

５９ｈａで、集積率は４３．２％となっております。

（２）、平成２６年度の目標及び実績については、目標１００ｈａに対して実績は９７

ｈａで、９７％の達成率となっております。

８ページをお願いいたします。３、違反転用への適正な対応につきましては、違反転

用数はゼロ件ということで確認はされておりません。

続きまして、９ページをお願いいたします。平成２７年度の目標及びその達成に向け
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た活動計画（案）でございます。Ⅰ、法令事務の遊休農地に関する措置でございますが、

先ほどもご説明いたしましたとおり、現状として７，０８７ｈａのうち８．８ｈａの遊

休農地がありますが、平成２７年度の目標はこれを１ｈａ減らしたいということと、調

査実施は７月３１日と１０月３０日を予定しておりまして、延べ７６名の方から参加し

ていただきたいというものでございます。

１０ページをお願いいたします。Ⅱ、促進等事務、１、農業認定者等担い手の育成及

び確保につきましては、現状は４７２経営体でございますが、同数の経営体の確保を目

標にしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

続いて、１１ページをお願いいたします。担い手への農地の利用集積につきましては、

７，０８７ｈａのうち３，０５９ｈａがこれまで集積されておりますが、27年度は新た

に１００ｈａを担い手へ利用集積したいという目標を立てておりますので、よろしくお

願いいたします。

なお、本議案、議第６号につきましては、ご決定をいただければ、農業委員会事務局

におきまして４月３０日まで、及びホームページにおいて縦覧に付す予定でございます。

以上でございます。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方はご発言を願います。

廣川委員。

１７番（廣川哲也委員）

１７番、廣川です。この正誤表の中にあります情報の提供等、水田賃借料の適正な価

格設定をするよう申し入れがあったということですけども、この読み方を変えるといろ

いろなふうに読めるかなと思うんですが、いわゆるこれは従前の標準小作料のようなも

のを決定してほしいという申し入れがあったという意味合いでございますか。

議長（野﨑会長）

事務局。

事務局（堀事務局長）

廣川委員ご発言のとおりです。

議長（野﨑会長）

よろしいですか。

１７番（廣川哲也委員）

はい。

議長（野﨑会長）

ほかにございませんか。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第６号につきましては、ただい

ま説明のとおり、農業委員会事務室において３０日以上及びホームページにおいて縦覧

に付すことでご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）
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議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

議長（野﨑会長）

それでは、追加議案の日程についてお諮りをしたいと思います。

お諮りをします。議第７号『農業委員会事務局職員の配置替について』を記事日程に

追加したいと存じますが、いかがでしょう。

（「異議なし」の声あり。

議長（野﨑会長）それでは、異議なしという発言がございますので、議第７号を追加の議

案といたします。

事務局、議案を配付してください。

（議案配付）

議長（野﨑会長）

それでは、議第７号の審議に入る前に、事務局職員全員の退室をお願いいたします。

（事務局職員退席）

議長（野﨑会長）

それでは、議第７号『農業委員会事務局職員の配置替について』を議題といたします。

平成２７年４月１日付の「農業委員会事務局職員の配置替について」で、三条市長か

ら下記のとおり協議があったので、農業委員会等に関する法律第２０条第３項の規定に

より承認を求めます。

配置がえにより農業委員会事務局職員の職を解く者。次長、斎藤公明。副参事兼経営

基盤係長、麦倉政勝。

続きまして、配置がえにより農業委員会事務局職員として任命する者。副参事兼経営

基盤係長、渡辺正美。主任、佐藤久美子。

以上です。

それでは、質疑に入ります。ご発言のある方、ご発言を願います。

この件につきましては、私３月３日、副市長のほうへ出向きまして要請してきたわけ

でございます。今回２名の方が退職されるという形の中で、これから、農業行政年々厳

しくなってきており、そして農業委員会の業務が非常に頻繁に行われる中で、農業委員

会の事務局職員の増員を図っていただきたいという旨を伝えてきたわけでございます。

そのときは、考えておきますという回答でしたが、先般３月２０日に副市長に呼ばられ、

出向いたところ、こういう内容でどうか農業委員会の総会に諮っていただきたいという

ことでございました。私の思っていた以上に今行政のほうでは職員を減らしているわけ

でございますが、私はこれじゃちょっと我々農業委員としては納得いかないということ

を申し上げたわけでございますが、これはやむを得ないという形の中で私が受けて帰っ

てきたわけでございますので、どうかご承認のほどよろしくお願い申し上げます。

ほかに皆さんのほうでご意見。

野水委員。
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２２番（野水敏秋委員）

さっき配付されたと思うんですけども、……次長のそのポストがなくなるということ

で……なんですけど、……退任される……ちょっと……。

議長（野﨑会長）

ほかにございませんでしょうか。

ご発言がないようですので、お諮りをいたします。議第７号につきましては、ただい

ま提案申し上げましたとおり承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり。）

議長（野﨑会長）

それでは、異議ないものと認めます。

しばらく休憩に入りたいと思います。

（午後３時５３分から午後３時５５分まで休憩）

議長（野﨑会長）

会議を再開いたします。

以上で議事が終わりましたので、報告事項に移ります。

報第１項につきましては、ただいま議事の中で報告いただいておりますので、省略を

いたします。

議長（野﨑会長）

それでは、報第２号『正副部会長会議の結果報告について』事務局より報告を願いま

す。

事務局（堀事務局長）

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

それでは、報告の中でご質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。

ご発言がないようですので、報第２号『正副部会長会議の結果報告について』を終了

いたします。

続きまして、報第３号から報第７号まで、続けて事務局より報告を願います。

（別添報告書により説明）

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

報告の中でご質問がございましたらご発言をいただきたいと思います。

ご発言がないようですので、報告事項を終わります。

議長（野﨑会長）

続きまして、来月の調査部会開催案内をお願いいたします。

第３調査部会長、４番、村井善一郎委員。
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第３調査部会長（４番村井善一郎委員）

来月は、第３調査部会の当番でございます。４月２４日午後１時から厚生会館第１集

会室で会議を開催いたします。関係委員は出席をお願いします。

議長（野﨑会長）

ありがとうございました。

なお、来月の総会は、我々任期中の最後の総会でもあります。３０日を予定しており

ますので、どうかよろしくお願い申し上げます。

長時間にわたってご審議いただきまして、ありがとうございました。

以上をもちまして定例総会を閉会したい思います。

午後４時１０分 閉会
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会議の 末を記載し、その相違ないことを証するために、ここに署名捺印する。

三 条 市 農 業 委 員 会 会 長

議事録署名委員（ ２番）

議事録署名委員（１８番）


